
第 25 回理事会 次第 
 

日時：2023年９月８日(金) 午後２時から 

場所：愛知県庁本庁舎２階講堂 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

【議 案】 

第１号議案  愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催都市契約について【資 

料１】 

第２号議案  利益相反取引の承認について 

第３号議案  第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技会場の仮決 

定及び仮決定した競技会場の変更について 

第４号議案  愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会の候補会場について 

第５号議案  アスリート委員会規程の制定について【資料２】 

第６号議案  知的財産の制作について 

 

【報告事項】 

   報告事項１  顧問及び参与の決定について 

報告事項２  コンプライアンス委員会の開催について【資料３・資料４・資料５】 

３ 閉 会 

  

 

 

《配布資料》 

第 25回理事会議案書 

資料１ 愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催都市契約 概要・全文（和

文・英文） 

資料２ アスリート委員会規程 

資料３ コンプライアンスの推進に関する基本方針 

資料４  令和５年度コンプライアンス推進計画 

資料５ 内部公益通報制度について 

参考資料 アジア競技大会の競技会場検討状況一覧表 



 
 

 

 

 

第 25回理事会議案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 

愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

 

 
 

 



 
 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

第 25 回理事会 

【議 案】 

第１号議案  愛知・名古屋 2026アジアパラ競技大会開催都市契約

について 

第２号議案  利益相反取引の承認について 

第３号議案  第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技

会場の仮決定及び仮決定した競技会場の変更について 

第４号議案  愛知・名古屋 2026アジアパラ競技大会の候補会場に

ついて 

第５号議案  アスリート委員会規程の制定について 

第６号議案  知的財産の制作について 

  

【報告事項】 

報告事項１  顧問及び参与の決定について 

報告事項２  コンプライアンス委員会の開催について 
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第１号議案  愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催都市契約に

ついて 

 

愛知・名古屋 2026アジアパラ競技大会の開催都市契約を以下のとお

り締結する。 

契約書の字句の整理等の軽微な修正については、会長に一任する。 

本契約締結に関する事務については、専務理事兼事務総長の村手 

聡に委任する。 

 

（１）契約内容 

・競技大会の開催における契約当事者間の権利義務関係を定める。 

  資料１のとおり 

 

（２）締結日 

  2023年９月下旬～10月（契約全当事者が署名する日） 

 

（３）契約当事者 

・アジアパラリンピック委員会（ＡＰＣ） 

・愛知県                

・名古屋市               

・公益財団法人日本パラスポーツ協会（ＪＰＳＡ） 

・公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

 

開催概要 

・競 技 数：１８競技 

 ※実施競技の内容は、開催都市契約 付属文書Ｃのとおり 

・競技会場：第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の会場を 

      中心に活用 

 ※候補会場は、第４号議案のとおり 

・大会期間：７日間（2026年10月18日(日)から10月24日(土)まで） 

・参加人数（選手・チーム役員）：3,600人から 4,000人の間で協議 
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第２号議案  利益相反取引の承認について 

 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197条において準用

する同法第84条の規定に基づき、以下の契約にかかる利益相反取引に

ついて承認する。 

 

（１）契約する理由 

  愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会の開催にあたり、当事者間

の権利義務関係を定める必要がある 

 

（２）契約内容 

○契約名 

  愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催都市契約 

○締結日 

  2023年９月下旬～10月（契約全当事者が署名する日） 

○契約の相手方 

アジアパラリンピック委員会（ＡＰＣ） 

愛知県 

名古屋市 

公益財団法人日本パラスポーツ協会（ＪＰＳＡ） 

○契約が正当であることを示す参考資料 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会

定款（次頁のとおり） 

    

（３）当事者   

氏  名 当法人役職 契約相手先役職 

大村 秀章 会長 愛知県知事 

河村 たかし 会長代行 名古屋市長 
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公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会

定款（抜粋） 

 

（目的） 

第 3 条 この法人は、2026 年に開催される第 20 回アジア競技大会

（2026/愛知・名古屋）及び愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会

（以下「競技大会」という。）の準備及び運営に関する事業を行い、

競技大会を成功させることを目的とする。 

（事業） 

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる

事業を行う。 

 (1) 競技大会の準備及び運営に関する事業 

 (2) 競技大会の準備及び運営に係る国内外の関係機関、団体等との

連絡調整及び連携協力に関する事業 

 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

〔参考〕 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（抜粋） 

第三節 機関 

第四款 理事 

（競業及び利益相反取引の制限） 

第 84条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引

につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 

一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属

する取引をしようとするとき。 

二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようと

するとき。 

三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者

との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引

をしようとするとき。 

第 197 条 前章第三節第四款（第 76条、第 77 条第 1 項から第 3項ま

で、第 81 条及び第 88 条第 2 項を除く。）、第五款（第 92 条第 1 項

を除く。）、第六款（第 104 条第 2 項を除く。）及び第七款の規定は、

一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用す

る。（以下略）   
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第３号議案  第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技

会場の仮決定及び仮決定した競技会場の変更について 

 

第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の競技会場の仮決定

及び仮決定した競技会場の変更について、以下のとおりとする。 

 

（１）追加競技の会場仮決定 

2023年７月８日に開催されたＯＣＡ総会において、アジア５地域

での普及を考慮して決定される５競技、組織委員会が提案する２競

技及びＯＣＡが提案する２競技が決定したことから、以下の９競技

会場を仮決定する。 

 競技 種目 競技会場 

ア
ジ
ア
５
地
域 

クラッシュ 愛知県武道館 

武術太極拳 愛知県武道館 

カバディ 東海市民体育館 

セパタクロー 名古屋市瑞穂公園体育館 

柔術 愛知県武道館 
 

組
織
委
員
会
提
案 

野球・ 
ソフトボール 

（野球） 
岡崎中央総合公園野球場 

豊橋市民球場 

（ソフトボール） 
安城市総合運動公園 
ソフトボール場 

空手 豊橋市総合体育館 

Ｏ
Ｃ
Ａ 

提
案 

スカッシュ 
旧武田テバオーシャン 
アリーナ 

Ｅスポーツ 
愛知県国際展示場 
[Aichi Sky Expo] 

 
 
 
 



5 

 

（２）パリオリンピック実施競技の会場仮決定 

パリオリンピック実施競技のうち会場調整中であった競技につい

て、調整が整った以下の３競技会場を仮決定する。 

競技 種別 競技会場 

水泳 マラソンスイミング 新舞子マリンパーク 

自転車競技 ＢＭＸレース 
名古屋競輪場 
ＢＭＸレースコース 

ブレイキン 
愛知県新体育館 
[愛知国際アリーナ] 

 

 

（３）仮決定した競技会場の変更 

 仮決定済みのハンドボール、近代五種及びトライアスロンの競技

会場を変更する。 

競技 
競技会場 

【変更前】 【変更後】 

ハンドボール 
春日井市総合体育館 変更なし 

名古屋市稲永スポーツ
センター 

豊田合成記念体育館 
[エントリオ] 

近 
代 
五 
種 

（レーザーラン/ 
馬術→障害物
レース※） 

愛知県森林公園 

安城市総合運動公園 
陸上競技場他 （フェンシング） 春日井市総合体育館 

（水泳） 春日井市温水プール 

トライアスロン 
名古屋港ガーデンふ頭
周辺コース 

蒲郡市内特設コース 

※ 国際近代五種連合の競技規則の変更に伴い、馬術から障害物レースに変更 
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第４号議案  愛知・名古屋 2026アジアパラ競技大会の候補会場につ

いて 
 

 愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会の候補会場について以下のと

おりとする。 

競技 種別 候補会場 

アーチェリー 岡崎中央総合公園多目的広場他 

陸上競技 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 

バドミントン 一宮市総合体育館 

ボッチャ 
名古屋市総合体育館 
[レインボーホール] 

自転車競技 

トラック 伊豆ベロドローム 

ロード 
愛・地球博記念公園 
サイクリングコース 

ブラインドフットボール 
名古屋市鶴舞公園多目的グラウンド 
[テラスポ鶴舞] 

ゴールボール 豊橋市総合体育館 

柔道 愛知県武道館 

パワーリフティング 名古屋市中小企業振興会館 

射撃 愛知県総合射撃場 

バレーボール（座位） 岡崎中央総合公園総合体育館 

水泳 
名古屋市総合体育館 
[レインボープール] 

卓球 スカイホール豊田 

テコンドー 名古屋市瑞穂公園体育館 

車いすバスケットボール 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ] 

車いすフェンシング 名古屋市稲永スポーツセンター 

車いすラグビー ウィングアリーナ刈谷 

車いすテニス 名古屋市東山公園テニスセンター 
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第５号議案  アスリート委員会規程の制定について 

 

 公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会

定款第43条の規定に基づき、アスリート委員会を専門委員会として設

置するため、資料２のとおり、規程を制定する。 

 
  



8 

 

第６号議案  知的財産の制作について 

 

 第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（以下「アジア競

技大会」という。）及び愛知･名古屋 2026 アジアパラ競技大会（以

下「アジアパラ競技大会」という。）の知的財産について、2024 年

１月からスポンサーの権利行使期間が開始することを踏まえ、以

下の方針で制作する。 

 

〇基本方針 

 ・ 透明性、公正性を確保しつつ、適切かつ効率的な方法でＰ

Ｒ効果の高い作品を制作するため、外部有識者による委員会

を設置して検討、選定を行う。 

 ・ 最終的な決定は、アジア・オリンピック評議会、アジアパ

ラリンピック委員会など、それぞれの大会の関係者とも調整

の上で理事会の決議により行う。 

 

（１）アジアパラ競技大会のスローガン・エンブレム 

・ 外部有識者５名程度からなる制作検討委員会を設置し、

既に決定しているアジア競技大会のスローガン・エンブレ

ムと統一感のある候補案を複数制作する方法を検討する。 

・ 制作過程において関係者の意見を十分に反映する機会を

設ける。 

・ 外部有識者５名程度からなる選定委員会を設置し、複数

の候補案を１案に絞り、理事会において最終決定する。 

 

（２）アジア競技大会及びアジアパラ競技大会のマスコット 

・ アジア競技大会のマスコットとアジアパラ競技大会のマ

スコットを個別に制作する。 
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・ 外部有識者５名程度からなる両大会の制作検討委員会を

それぞれ設置し、個々の大会のスローガン・エンブレムと

統一感のある候補案を複数制作する方法を検討する。 

・ 制作過程において関係者の意見を十分に反映する機会を

設ける。 

・ 外部有識者５名程度からなる選定委員会をそれぞれ設置

し、複数の候補案を１案に絞り、理事会において最終決定

する。  
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【報告事項】 

 

報告事項１  顧問及び参与の決定について 

 

顧問及び参与として、以下の者を決定した。 

 

役 職 名 氏  名 所 属 等 

顧 問 

山本  徹 全国都道府県議会議長会会長 

渡部 孝樹 全国町村議会議長会会長 

中村 史郎 一般社団法人日本新聞協会会長 

参 与 

飯田  貢 
公益財団法人名古屋観光コンベンション

ビューロー理事長 

松波 啓三 株式会社ＣＢＣテレビ代表取締役社長 

天野 真志 
株式会社読売新聞東京本社執行役員 

中部支社長 
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報告事項２  コンプライアンス委員会の開催について 

 

コンプライアンス規程第６条に基づき、以下のとおり、第１回コンプ

ライアンス委員会を開催した。 

 

（１）日時 

   2023年８月 23日（水） 10時～11時 30分 

（２）場所 

   愛知県庁東大手庁舎 B101会議室 

（３）出席委員（６名中６名出席） 

区 分 氏  名 所 属 等 

委員長 積木 潤 弁護士 

委員 兒玉 友 日本福祉大学准教授 

 髙橋繫浩 中京大学教授 

 服部由美 弁護士 

 平野善得 公認会計士 

 
松中 学 

名古屋大学大学院 

法学研究科教授 

（４）議題 

・コンプライアンスの推進に関する基本方針の策定について 資料３ 

・令和５年度コンプライアンス推進計画の策定について 資料４ 

（５）報告事項 

  ・内部公益通報制度について 資料５ 



公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

アスリート委員会規程 

 

第１章 総 則 

（設 置） 

第１条 公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（以下「この法

人」という。）の定款第 43 条の規定に基づき、アスリート委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

 

第２章 委員会 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について理事会の求めに応じ、理事会に対して助言する

ものとする。 

 (1) 各競技の運営に関すること 

 (2) 選手及び選手団の役員（以下「選手等」という。）の宿泊に関すること 

  (3) 選手等の輸送に関すること 

 (4) アンチ・ドーピングに関すること 

 (5) 第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び愛知・名古屋 2026アジアパラ競

技大会（以下「愛知・名古屋大会」という。）の機運醸成に関すること 

 (6) 愛知・名古屋大会のレガシーの創出に関すること 

 (7) その他愛知・名古屋大会に関すること 

 

（組 織） 

第３条 委員会は、委員５名以上 15名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、会長が選任する。 

(1) 公益財団法人日本オリンピック委員会が推薦する者 

(2) 日本パラリンピック委員会が推薦する者 

(3) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、アジア競技大会又はアジアパラ競

技大会に参加した者（以下「競技大会参加者」という。）のうちから、この法人が推薦

する者 

(4) 競技大会参加者のうちから、開催都市が推薦する者 

３ アンチ・ドーピング規定に違反したことにより制裁を科された者は、委員となることが

できない。 

４ 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が

その職務を代理する。 

（案） 

資料２ 



６ 委員の任期は、令和９年３月末日までとする。 

７ 第１項に規定する委員の員数が欠けた場合には、辞任により退任した委員は、新たに選

任された委員が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。 

 

（会 議） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会においては、委員長が議長となる。 

３ 委員会の決議は、構成委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求め、その意見

を聴取することができる。 

 

第３章 雑 則 

（改 廃） 

第５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（委 任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、事務総長が定める。 

 

附 則 

この規程は、令和５年９月８日から施行する。 

 



 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

コンプライアンスの推進に関する基本方針 

 

 １．基本的な考え方  

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（以下

「組織委員会」という。）は、公益財団法人としての社会的責任と公共的使

命を自覚し、厳に法令等を遵守するとともに、社会規範に基づいた組織運営

を行うことにより、公平・公正性を確保し、第 20 回アジア競技大会（2026/

愛知・名古屋）及び愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会の成功という組織

委員会の目標を実現することを目指す。 

組織委員会におけるコンプライアンスとは、「役職員が業務遂行において

法令等を遵守するとともに、社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき誠実で

良識ある行動を行うこと。」とする。 

 

 

 ２．コンプライアンスに係る行動指針  

（１）誠実で良識ある行動 

〇 組織委員会の業務活動が社会からの信頼の上に成り立っていること

を自覚し、法令等を厳格に遵守するとともに、職業倫理に従った健全

かつ適正な業務遂行に努める。 

〇 自分の行動について、社会の常識とかけ離れていないか、非倫理的

でないか、法人の信頼・ブランドを損なわないか、コンプライアンス

に沿ったものか、自省・点検を行う。 

〇 あらゆる場面で、あらゆる人に、誠実かつ公正公平な態度で接し、

迅速かつ的確に対応する。 

 

（２）信頼される法人活動 

〇 談合等の競争制限や取引上の地位を利用して不正な利益を得る等の

不公正な取引は行わない。 

〇 業務上知り得た個人情報は厳正に管理し、定められた目的以外には

利用しない。 

〇 知的財産権を保護するとともに、他者の知的財産権を侵害しない。 

〇 反社会的勢力には毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求には応

じない。 

〇 組織委員会の利益が不当に害されることのないよう利益相反を適切

に管理する。 
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〇 適時適切な情報開示を行うことにより、組織運営の透明性を確保する。 

〇 組織委員会が所有する資産や重要情報等は、細心の注意をもって厳

正に管理する。 

 

（３）人権に対する責任ある行動 

〇 人権を尊重し、人種、国籍、性別、職業、地域、信条、障害の有無等

による差別やハラスメント行為、不当な扱い、個人の尊厳を傷つける

言動を一切行わない。 

〇 労働や安全衛生に関する法令や規則等を遵守し、安全で働きやすい

職場環境の整備に努める。 

 

 

 ３．コンプライアンスの推進体制  

組織委員会におけるコンプライアンスを推進するため、本基本方針及び「コ

ンプライアンス推進計画」を確実に実行し、組織委員会全体として機能する

体制を構築する。 

 

（１）コンプライアンス委員会 

   組織委員会のコンプライアンスに係る体制構築及び推進を図る。 

 

（２）コンプライアンス推進責任者 

   事務局におけるコンプライアンスの統括及び推進を図る。 

 

（３）コンプライアンス推進担当者 

   事務局におけるコンプライアンスの推進に関する業務を実施する。 



 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

令和５年度コンプライアンス推進計画 

 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（以下「組

織委員会」という。）におけるコンプライアンスの推進を図るため、公益財団法

人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会コンプライアンス規程

及び「コンプライアンスの推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）

等に基づき、令和５年度コンプライアンス推進計画（以下「この計画」という。） 

をコンプライアンス委員会の決議を経て次のとおり定め、コンプライアンス推

進責任者のもと着実に実施・推進するものとする。 

 

１．コンプライアンスの重要性の認識 

社会からの期待や要請に的確に応えることができるよう、全ての役職員が、

研修への参加、情報提供及び意見交換等を通じて、組織委員会の目指すコン

プライアンスの意義や重要性を十分認識し、コンプライアンスを推進する。 

 

２．コンプライアンス委員会の開催 

コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関する推進計画の

策定及び取組状況の確認等を行う。また、重大なコンプライアンス違反行為

があった場合には、その原因究明と再発防止について、検討・審議を行う。 

 

３．コンプライアンスの推進に向けた取組 

【全体的な取組】 

（１）基本方針の周知 

綱紀の保持のため、コンプライアンスに係る行動指針を含む基本方針に

ついて、全役職員への周知徹底を図る。 

 

（２）適正な会計処理・契約手続の徹底 

民間事業者との接触ルールの明確化、民間出向者が関与する事務手続の

遵守、民間出向者の人事配置における基準策定、入札者等の選定等の審査

などによる入札・契約の透明性・競争性の確保や経理の透明性の確保につ

ながる適正な手続を徹底するとともに、手続等のルールの周知を図る。 

 

（３）コンプライアンスの推進に関する研修・情報提供 

  ①次の研修を実施するとともに、研修による修得状況の確認を行い、研修

内容の定着を図る。 

ア コンプライアンス全般に関する研修 

イ ハラスメント防止に関する研修 
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ウ 情報セキュリティに関する研修 

エ 調達業務に関する研修 

オ 利益相反に関する研修 

 

②情報提供等を通じコンプライアンス意識の醸成を図る。 

ア 経営企画会議、ＧＬ会議、各課室が実施する業務報告等を活用し、

コンプライアンスに関する取組等の情報共有を図り、各職場における

情報伝達、情報交換等の実施について徹底する。 

イ 公益通報制度（ハラスメントの苦情相談を含む。）、情報セキュリテ

ィ等のコンプライアンスに関する情報を法人内 LAN の掲示板に掲載す

るなど、定期的な発信に努める。 

 

（４）「コンプライアンス強化期間」の取組の実施 

11 月１日から 15 日までを組織委員会における「コンプライアンス強化

期間」とし、 各課室と一体となってコンプライアンス意識向上のための運

動を展開する。 

 

【各課室における取組】 

（ア）コンプライアンス推進責任者は、上記の全体的な取組について、所属職

員に対し周知徹底し、その取組を着実に実施する。 

（イ）コンプライアンス推進責任者は、各課室の事業・業務の内容に合わせ、

コンプライアンス推進のための勉強会・意見交換等を主体的に実施し、コ

ンプライアンス意識の醸成、徹底を図る。 

（ウ）コンプライアンス推進責任者は、上記（ア）（イ）に係る取組の実施状況

を取りまとめ、年度末に、コンプライアンス委員会に報告する。  

 

４．公益通報制度の適切な運用 

公益通報制度の周知を図り有効活用を促すとともに、通報事案等に迅速・

適切に対応する。また、通報者が通報したことにより不利益な取扱を受ける

ことのないよう保護する。 

 

５．コンプライアンスに関する情報の公開 

組織委員会は、基本方針及びこの計画をウェブサイトで公表する。 

 

６．その他  

この計画について見直しの必要が生じたときは、コンプライアンス委員会

の決議を経て改正するものとする。 



 
 

内部公益通報制度について 

 

通   報  

＜役員・職員・派遣職員等＞ 

          通報窓口に通報対象行為を通報 

          ▶ 通報窓口（別紙参照） 

・外部通報窓口（顧問弁護士） 

・内部通報窓口（人事課長、調整課長） 

 

 

調 査 等  

＜監事又は調査委員会（※）＞ 

・事実関係の調査・検証 

・原因究明、是正措置等の検討 

・会長への検討結果の報告、是正措置等の提言・意見 

       

 

是正措置等  

＜会長＞  

・調査結果等に基づき、必要な是正措置等を実施 

・是正措置等を監事又は調査委員会（※）へ報告 

 

 

通   知  

＜監事又は調査委員会（※）＞ 

              調査結果及び是正措置等の実施結果を、窓口担当者を

通じ、通報者に通知 

 

 

※役員の通報対象行為は監事が、その他の者による通報対象行為は調査委員会が調査等を実施 

 

通報者等の保護 

 役職員は、通報者や調査協力者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

 不利益な取扱いを受けた場合は、調査委員会又は監事に申し出ることができる。  
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アジア競技大会の競技会場検討状況一覧表

競技 種別 競技会場（2023年6月時点） 競技会場（変更後） 競技 種別 競技会場（2023年6月時点） 競技会場（変更後）

競泳／飛込 ㊹ 東京アクアティクスセンター ① 東京アクアティクスセンター 15 ホッケー ㉚ 岐阜県グリーンスタジアム ㉜ 岐阜県グリーンスタジアム

アーティスティックスイミング ② 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO] ② 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO] 16 柔道 ㉛ 愛知県新体育館〔愛知国際アリーナ〕 ㉝ 愛知県新体育館〔愛知国際アリーナ〕

水球 ① 名古屋市総合体育館［レインボープール］ ③ 名古屋市総合体育館［レインボープール］ （レーザーラン／  障害物レース） ⑮ 愛知県森林公園

マラソンスイミング － 調整中 ④ 新舞子マリンパーク （フェンシング） ㉘ 春日井市総合体育館

2 アーチェリー ④ 岡崎中央総合公園多目的広場他 ⑤ 岡崎中央総合公園多目的広場他 （水泳） ③ 春日井市温水プール

（トラック／フィールド） ⑤ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 ⑥ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 18 ローイング ⑩ 長良川国際レガッタコース ⑪ 長良川国際レガッタコース

（マラソン） ⑤ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース） ⑥ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース） 19 ラグビー ⑳ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 ㉒ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場

（競歩） ⑥ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース ⑦ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース 20 セーリング ㉜ 海陽ヨットハーバー ㉟ 海陽ヨットハーバー

4 バドミントン ⑦ 一宮市総合体育館 ⑧ 一宮市総合体育館 21 射撃 ㉝ 愛知県総合射撃場 ㊱ 愛知県総合射撃場

⑧ ウィングアリーナ刈谷 22 卓球 ㉞ スカイホール豊田 ㊲ スカイホール豊田

－ 調整中 23 テコンドー ㉟ 豊橋市総合体育館 ㊳ 豊橋市総合体育館

３×３ － 調整中 － 調整中 24 テニス テニス／ソフトテニス ㊱ 名古屋市東山公園テニスセンター ㊴ 名古屋市東山公園テニスセンター

6 ボクシング ⑨ 西尾市総合体育館 ⑩ 西尾市総合体育館 25 トライアスロン ㊲ 名古屋港ガーデンふ頭周辺コース ㊵ 蒲郡市内特設コース

スプリント ⑩ 長良川国際レガッタコース ⑪ 長良川国際レガッタコース ㊳ 岡崎中央総合公園総合体育館 ㊶ 岡崎中央総合公園総合体育館

スラローム ⑪ 矢作川カヌースラロームコース ⑫ 矢作川カヌースラロームコース ㊴ 小牧市スポーツ公園総合体育館 ㊷ 小牧市スポーツ公園総合体育館

トラックレース ⑫ 伊豆ベロドローム ⑬ 伊豆ベロドローム ビーチバレーボール ㊵ 碧南緑地ビーチコート ㊸ 碧南緑地ビーチコート

ロードレース ⑬ 新城市内発着コース ⑭ 新城市内発着コース 27 ウエイトリフティング ㊶ 名古屋市中小企業振興会館 ㊹ 名古屋市中小企業振興会館

マウンテンバイク ⑭ 小幡緑地 ⑮ 小幡緑地 28 レスリング フリースタイル／グレコローマンスタイル ㉛ 愛知県新体育館〔愛知国際アリーナ〕 ㉝ 愛知県新体育館〔愛知国際アリーナ〕

BMXレース － 調整中 ⑯ 名古屋競輪場　BMXレースコース 29 ブレイキン － 調整中 ㉝ 愛知県新体育館〔愛知国際アリーナ〕

BMXフリースタイル － 調整中 － 調整中 30 スケートボード ⑯ 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ ⑱ 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

9 馬術 馬場馬術／総合馬術／障害馬術㊺ ＪＲＡ馬事公苑 ⑰ JRA馬事公苑 31 スポーツクライミング ㊷ 名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや] ㊺ 名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや]

10 フェンシング ⑯ 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ ⑱ 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 32 サーフィン ㊸ 田原市赤羽根町大石海岸（ロングビーチ）他 ㊻ 田原市赤羽根町大石海岸（ロングビーチ）他

⑰ 豊田スタジアム ⑲ 豊田スタジアム 33 クラッシュ ㊼ 愛知県武道館

⑱ 名古屋市港サッカー場 ⑳ 名古屋市港サッカー場 34 武術太極拳 ㊼ 愛知県武道館

⑲ ウェーブスタジアム刈谷 ㉑ ウェーブスタジアム刈谷 35 カバディ ㊽ 東海市民体育館

⑳ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 ㉒ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 36 セパタクロー ㊾ 名古屋市瑞穂公園体育館

㉑ 長良川競技場 ㉓ 長良川競技場 37 柔術 ㊼ 愛知県武道館

㉒ 小笠山総合運動公園エコパスタジアム ㉔ 小笠山総合運動公園エコパスタジアム ㊿ 岡崎中央総合公園野球場

㉓ 京都府立京都スタジアム ㉕ 京都府立京都スタジアム 豊橋市民球場

㉔ 長居陸上競技場 ㉖ 長居陸上競技場 （ソフトボール） 安城市総合運動公園ソフトボール場

㉕ ユニバー記念競技場 ㉗ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 39 空手 ㊳ 豊橋市総合体育館

12 ゴルフ ㉖ 愛知カンツリー倶楽部東山コース ㉘ 愛知カンツリー倶楽部東山コース 40 スカッシュ 旧武田テバオーシャンアリーナ

13 体操 体操／新体操／トランポリン ㉗ 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ ㉙ 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ 41 Eスポーツ ⑱ 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

㉘ 春日井市総合体育館 ㉚ 春日井市総合体育館 （注）今回仮決定（変更含む）する会場は、網掛け

㉙ 名古屋市稲永スポーツセンター ㉛ 豊田合成記念体育館[エントリオ]

14 ハンドボール
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